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飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

適
正
な
品
質
管
理
等
を
行
う
製
造
業
者
に
対
す
る
登
録
制
度
の
導
入

一

特
定
飼
料
等
製
造
業
者
の
登
録

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
（
以
下
「
飼
料
等
」
と
い
う
。
）
の
成
分
に
つ
き
規
格
が
定
め
ら
れ
た
飼
料
等
で
、
有
害
畜

（一）
産
物
が
生
産
さ
れ
、
又
は
家
畜
等
に
被
害
が
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
畜
産
物
の
生
産
が
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
特
に
多
い

と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
飼
料
等
」
と
い
う
。
）
の
製
造
を
業
と
す
る
者
（
以

下
「
特
定
飼
料
等
製
造
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
特
定
飼
料
等
の
種
類
に
従
い
、
そ
の
事
業
場
ご
と
に
、
農
林
水
産
大

臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
一
項
関
係
）

の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
飼
料
等
製
造
業
者
は
、
当
該
事
業
場
に
お
け
る
特
定
飼
料
等
の
製
造
設
備
、
検

（二）

（一）
査
設
備
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
方
法
、
検
査
の
た
め
の
組
織
等
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
が
行
う
検
査
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
四
項
関
係
）

農
林
水
産
大
臣
は
、
登
録
の
申
請
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
等
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
登
録
を
し

（三）
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）
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そ
の
他
特
定
飼
料
等
製
造
業
者
の
登
録
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（四）

（
第
八
条
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
関
係
）

二

特
定
飼
料
等
製
造
業
者
の
付
す
る
表
示

一
の

の
登
録
を
受
け
た
特
定
飼
料
等
製
造
業
者
（
以
下
「
登
録
特
定
飼
料
等
製
造
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
登

（一）

録
に
係
る
特
定
飼
料
等
を
製
造
し
た
と
き
は
、
当
該
特
定
飼
料
等
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
包
装
に
、
当
該
特
定
飼
料
等

が
登
録
特
定
飼
料
等
製
造
業
者
が
製
造
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
特
別
な
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
と
と
も
に
、
当
該
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
肥
飼
料
検
査
所
（
以
下
「
検
査
所
」
と

い
う
。
）
が
行
う
検
定
に
合
格
し
た
こ
と
を
示
す
特
別
な
表
示
が
付
さ
れ
て
い
な
く
て
も
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
こ
と
。

（
第
五
号
第
一
項
、
第
十
六
条
関
係
）

三

改
善
命
令

農
林
水
産
大
臣
は
、
特
定
飼
料
等
の
製
造
設
備
等
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
等
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る

と
き
等
は
、
登
録
特
定
飼
料
等
製
造
業
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）
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四

登
録
の
取
消
し

農
林
水
産
大
臣
は
、
登
録
特
定
飼
料
等
製
造
業
者
が
三
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
等
は
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
関
係
）

五

外
国
特
定
飼
料
等
製
造
業
者
の
登
録
等

外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
特
定
飼
料
等
の
製
造
を
業
と
す
る
者
（
以
下
「
外
国
特
定
飼
料
等
製
造
業
者
」
と

い
う
。
）
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
登
録
を
受
け
て
、
特
定
飼
料
等
に
当
該
特
定
飼
料
等
が
登
録
を
受
け
た
外
国
特
定
飼
料

等
製
造
業
者
が
製
造
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
特
別
な
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
登

録
特
定
飼
料
等
製
造
業
者
に
係
る
所
要
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
関
係
）

第
二

飼
料
等
の
安
全
性
の
確
保
の
強
化

一

有
害
な
物
質
を
含
む
飼
料
等
の
製
造
等
の
禁
止

農
林
水
産
大
臣
は
、
有
害
な
物
質
を
含
む
飼
料
等
の
使
用
が
原
因
と
な
っ
て
、
有
害
畜
産
物
が
生
産
さ
れ
、
又
は
家
畜

等
に
被
害
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
り
畜
産
物
の
生
産
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
製
造
業
者
、
輸
入
業
者
又
は
販
売
業
者
に
対
し
、
当
該
飼
料
等
の
販
売
の
禁
止
に
加
え
、
当
該
飼
料
等
の
製
造
又
は
輸
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入
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
飼
料
の
使
用
者
に
対
し
、
当
該
飼
料
の
使
用
を
禁
止
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
関
係
）

二

飼
料
等
の
輸
入
の
届
出

外
国
に
お
け
る
生
産
地
の
事
情
そ
の
他
の
事
情
か
ら
み
て
有
害
な
物
質
が
含
ま
れ
る
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
飼
料
等
と
し

て
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
一
条
関
係
）

第
三

検
定
機
関
の
指
定
制
度
の
見
直
し
等

一

特
定
飼
料
等
の
検
定
機
関
の
見
直
し

特
定
飼
料
等
の
検
定
を
行
う
者
を
検
査
所
に
限
定
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
一
項
関
係
）

二

公
定
規
格
の
検
定
機
関
の
指
定
制
度
の
見
直
し

規
格
設
定
飼
料
に
つ
い
て
公
定
規
格
に
よ
る
検
定
を
行
う
機
関
を
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
制
か
ら
登
録
制
に
改
め
る
こ

と
と
す
る
と
と
も
に
、
登
録
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
及
び
第
三
十
四
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
関
係
）
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三

規
格
設
定
飼
料
製
造
業
者
の
登
録
等

規
格
設
定
飼
料
の
製
造
業
者
は
、
規
格
設
定
飼
料
の
種
類
に
従
い
、
そ
の
事
業
場
ご
と
に
、
農
林
水
産
大
臣
の
登
録

（一）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
九
条
第
一
項
関
係
）

の
登
録
を
受
け
た
規
格
設
定
飼
料
の
製
造
業
者
は
、
当
該
登
録
に
係
る
規
格
設
定
飼
料
を
製
造
し
た
と
き
は
、
当

（二）

（一）
該
規
格
設
定
飼
料
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
包
装
に
規
格
適
合
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
九
条
第
二
項
関
係
）

そ
の
他
規
格
設
定
飼
料
製
造
業
者
の
登
録
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（三）

（
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
第
三
項
関
係
）

外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
規
格
設
定
飼
料
の
製
造
を
業
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
登
録
を
受
け
て

（四）
、
当
該
飼
料
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
包
装
に
規
格
適
合
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
登

録
特
定
飼
料
等
製
造
業
者
に
係
る
所
要
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
、
第
三
十
条
関
係
）

第
四

厚
生
労
働
大
臣
と
の
連
携
の
強
化
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農
林
水
産
大
臣
は
、
飼
料
添
加
物
の
指
定
、
飼
料
等
の
基
準
若
し
く
は
規
格
の
設
定
、
改
正
若
し
く
は
廃
止
又
は
有
害
な

物
質
を
含
む
飼
料
等
の
製
造
等
の
禁
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
九
条
関
係
）

第
五

罰
則

罰
則
に
関
し
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
七
条
か
ら
第
七
十
五
条
ま
で
関
係
）

第
六

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。



特定飼料等について、検査所の検定を受
け、合格表示が付されたもののみが販売可
能

特定飼料等について､検査所の検定を受け､
合格表示が付されたものに加え､製造業者
の登録制度を導入し､登録製造業者が製造
した旨の表示が付されたものについても販
売可能とする。

有害な物質を含む飼料等について、製造業
者、輸入業者及び販売業者に対し、販売禁
止措置

製造、輸入の禁止措置及び使用者に対する
使用の禁止措置を追加する。

輸入業者について、業の開始前の届出義務
（個別の飼料等の輸入は把握できない）

生産地の事情等からみて有害な物質が含ま
れるおそれのある飼料等について､農林水産
大臣が指定し､当該飼料等の輸入の届出を
義務付ける。

特定飼料等の検定については、検査所と指
定検定機関が実施
公定規格の検定については、検査所、指定
検定機関及び都道府県が実施

特定飼料等の検定については､検査所が実
施。
公定規格の検定については、登録検定機関
及び都道府県が実施（検定機関の指定制を
登録制に変更）。

公定規格が設定された飼料の製造業者の登
録制を導入し自己確認により規格適合表示
を付すことを可能とする。

農林水産大臣は､飼料添加物の指定、基準･
規格の設定等について必要と認めるときは
厚生労働大臣の意見を求めることが可能

農林水産大臣は､飼料添加物の指定､基準・
規格の設定等について厚生労働大臣の公
衆衛生の見地からの意見を聴かなければな
らないこととする。

［現行］ ［改正後］

４　厚生労働大臣との連携の強化

３　特定飼料等及び公定規格の検定機関の指定制度の見直し

２　飼料及び飼料添加物の安全性の確保の強化

１　適正な品質管理等を行う製造業者に対する登録制度の導入

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を
改正する法律案の概要
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